
別紙様式１

文部科学省における法令適用事前確認手続に係る照会書


　
　　　　　　　　　課　行 注１）


　　　　　　　　　　　　　　　　　照会者名（法人等にあってはその名称及び代表者の氏名） 注２）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　                                                       

                                  住　　所（法人等にあっては主たる事務所等の所在地）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　〒                                       

　　　　　　　　　　　　　　　　　連 絡 先
                                                                       
　　　　　　　　　　　　　　　　　　  電子メールアドレス                                 
· 代理人による照会の場合は、照会者に関する事項を　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
記載するほか、これに準じて当該代理人に関る事項　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 を記載すること。


　文部科学省における法令適用事前確認手続に関する細則（平成１４年３月２９日文部科学大臣決定）の規定に基づき、下記のとおり照会します。
　なお、本件照会及び回答の内容が公表されることに同意します。


記


１．件　名
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　に関する件 注３）


２．照会に係る将来自らが行おうとする行為についての個別具体的な事実


３．照会に係る法令の条項


４．２.の行為が３.の法令の条項の適用対象となるかどうかについての見解及びその論拠



５．公表時期の延期の希望（希望する場合のみ）

    (1) 理　由

    (2) 公表が可能となる時期


６．照会内容とともに照会者名が公表されることに同意する場合には、その旨






　注１）　照会窓口となる課等の名称を記載。　　　　　　　
　注２）　旧氏の使用可能。
　注３）　照会に係る行為等の内容を簡潔に表す件名を記載。
別紙様式２

文部科学省における法令適用事前確認手続に係る回答書


平成　　年　月　　日


  　　               殿 注）


　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 課等の長の職名



　文部科学省における法令適用事前確認手続に関する細則（平成１４年３月２９日文部科学大臣決定）の規定に基づき、貴殿からの照会につきまして下記のとおり回答します。
　なお、本回答は、照会に係る法令の条項を所管する課等としての立場から、照会者（その代理人を含む。）から提示された事実のみを前提に、現時点における見解を示すものであり、もとより、捜査機関の判断や罰則の適用を含めた司法判断を拘束するものではありません。


記


1． 件　名

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　に関する件
（平成　　年　月　　日受理）

２．見　解

　　　　照会に係る行為については、照会に係る法令の条項
　　　　　　　　　　　　適用対象となる ／ 適用対象とならない

３．見解の根拠



　注）　照会者名（法人等にあってはその名称及び代表者の氏名）を記載。
別紙様式３

文部科学省における法令適用事前確認手続に係る通知書


平成　　年　月　　日


  　　               殿 注）


　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 課等の長の職名



　文部科学省における法令適用事前確認手続に関する細則（平成１４年３月２９日文部科学大臣決定）４(2)②の規定に基づき、貴殿からの照会に関し、下記のとおり通知します。


記


１．件　名

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　に関する件
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（平成　　年　月　　日受理）

２．通知事項

　　　　本件については、以下の理由により、回答することができない。

       （理由）








　注）　照会者名（法人等にあってはその名称及び代表者の氏名）を記載。

